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 令和６年度 群馬県医師確保修学研修資金        

募集要項  （追加募集） 

 

群馬県では、県内の病院において特に充実する必要のある診療科に将来従事する
意欲のある研修医に対して、研修に要する資金を貸与します。 
 資金貸与後、一定期間、知事が定める県内公立病院等の特定診療科での業務に医師
として従事することにより、その返還を免除します。 

 
▶募集する特定診療科 

・小児科 
・産婦人科 
・総合診療科 
・救急科 
・外科（消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、内分

泌外科等を含む。整形外科、形成外科を除く。） 
・脳神経外科（令和６年度新規追加） 

 
 

１ 応募資格  

以下の要件をすべて満たす必要があります。 
①  貸与期間終了後、知事が別に定める群馬県内の公立病院等（以下「特定病院」という。）で、

上記特定診療科の業務（以下「特定診療科業務」という。）に医師として従事しようとする意思
があること。 

②  県内の病院で臨床研修若しくは専門（後期）研修を受けている者。（大学院生は対象外としま
す。） 

③  本県以外の地方公共団体から同種の修学資金の貸与を受けていないこと、自治医科大学を卒業
した者でないこと及び「群馬県緊急医師確保修学資金」の貸与を受けていないこと。 

   

 ２ 貸与額  

年額 144 万円（月額 12 万円×12 か月） 
※ 産婦人科のみ年額 180 万円（月額 15 万円×12 か月） 
※ 初回を除き２か月ごとに貸与します。 

 

 ３ 貸与期間  

臨床研修若しくは専門（後期）研修の期間（通算して４年を限度） 
※ 貸与の例：臨床研修２年＋専門（後期）研修２年など 
※ 継続して貸与を受けたい場合は毎年申請する必要があります。 

 

 ４ 募集定員  

  若干名（新規及び継続を含む） 

  ※ 全申請者を対象として、募集定員の範囲内で貸与を受ける者を選考します。 
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▼ 選考について 
・ 選考に当たっては、提出された書類による審査のほか、必要に応じて面接による審査を行

い、制度の理解度や地域医療への意欲・積極性等について評価します。 
・ 診療科ごとの貸与件数については、特に医師総数が減少傾向にある診療科を重視しつつ、

対象診療科のバランスや申請状況等を考慮して決定します。 
・ 申請者多数の場合には、貸与の効果等を考慮し、臨床研修医への貸与を優先することがあ

ります。 
・ 面接を行わない場合でも、書類審査のみで選外となることもあります。 

 

 ５ 応募方法  

（１）申請書類 
   各様式は、群馬県 HP からダウンロードできます。（「群馬県医師確保修学研修資金 様式」で検索） 

 https://www.pref.gunma.jp/page/1965.html 
①  修学研修資金貸与申請書（別記様式第１号）、保証人２名（独立の生計を営む者） 
②  戸籍抄本 （継続申請（当貸与を受けたことのある場合）は不要） 
③  医師免許証の写し （継続申請（当貸与を受けたことのある場合）は不要） 

      ④  臨床研修又は専門（後期）研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書 
       （別記様式第３号）  

⑤  研修実施計画書（別記様式第４号） 
 
（２）応募締切 

令和６年１１月２９日（金）  
     ＜持参の場合＞募集期間内（土日・祝日を除く）の 8:30～17:15 まで 
     ＜郵送の場合＞簡易書留又は特定記録で郵送（募集期間最終日の当日消印まで有効） 
 

 ６ 貸与の決定  

・  書類審査及び必要に応じて面接審査の上、予算の範囲内で決定し、文書により申請者及び推薦者に
通知するとともに、その後、契約によって貸与します。  

・  面接を行う場合は、別途、面接対象者へ日時（令和６年１２月中日付）を通知します。 
・  面接はオンラインで実施しますので、申請後にメールアドレスの提出を別途依頼します（該当者に

招待メールをお送りします）。 
 

 ７ 返還免除  

（１）当然免除 
修学研修資金の貸与を受けた者（以下「修学生等」という。）が次のいずれかに該当することとなっ

たときは、資金及び利息の支払の全部又は一部を免除されます。 
  ア 貸与期間終了後、貸与を受けた期間の２倍に相当する期間（従事予定期間）を経過するまでの間

に貸与を受けた期間の３／２倍に相当する期間（従事必要期間）を、特定病院で特定診療科業務に
医師として従事すること。（なお、免除に必要な勤務期間に満たない場合でも一部免除される場合
があります。） 

  イ 業務上の理由による死亡、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能となった場合。 
 

    ※ 勤務の例  
年数 ① ② ③ ④ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 ４年間貸与を 
 受けた場合 

 
 

 従事予定期間８年（＝４年間×２） 
 従事必要期間６年（＝４年間×３／２） 

 ＜例１＞ 貸与 特定病院  
＜例２＞ 貸与 特定病院 特定病院以外 特定病院 
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（２）裁量免除 
修学生等が死亡、心身の故障、修学生等の責めに帰することができない理由により修学研修資金の

返還ができなくなったときは、返還免除の申請をすることにより資金及び利息の支払の全部又は一部
を免除される場合があります。 

 

（３）特定病院（知事が指定する県内の公立病院等） 
・群馬県立心臓血管センター ・下仁田厚生病院 
・群馬県立がんセンター ・公立富岡総合病院 
・群馬県立精神医療センター ・公立七日市病院 
・群馬県立小児医療センター ・吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院 
・群馬大学医学部附属病院 ・原町赤十字病院 
・前橋赤十字病院 ・西吾妻福祉病院 
・独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院     
・群馬県済生会前橋病院 ・独立行政法人国立病院機構沼田病院 
・前橋協立病院            ・利根中央病院 
・公益財団法人老年病研究所附属病院 ・伊勢崎市民病院 
・独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 
・医療法人社団日高会日高病院 ・一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 
・高崎中央病院 ・桐生厚生総合病院 
・公立碓氷病院 ・ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 
・独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 
・公立藤岡総合病院 ・公立館林厚生病院 
・藤岡市国民健康保険鬼石病院 
 

８ 返還  

修学研修資金貸与契約を解除されたとき、又は貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められると
きは、返還すべき修学研修資金の額に年 10 パーセントの割合で計算した利息を加えた額を知事の定める日ま
でに一括して返還しなければなりません。（遅延利息年 10.75 パーセント） 

 

 ９ 返還の猶予  

心身の故障、災害その他やむを得ない理由により修学研修資金の返還が困難であると認めるときは、
返還を猶予される場合があります。 

 

 10 期間の計算方法  

（１）特定診療科業務に従事した期間の計算は月数によるものとします。この場合、業務に従事した初めの日
の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までを計算するものとします。 

（２）疾病、災害その他やむを得ない理由により特定診療科業務に従事できなかった期間又は修学研修資
金の貸与を受けている期間は、従事予定期間及び特定診療科業務に従事した期間から除きます。 

（３）特定診療科業務に従事した期間に、休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の日の属する
月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとします。 

 

 11 契約の解除・貸与の停止  

次のいずれかの事由に該当する場合は、契約の解除又は貸与の停止となります。 
 
（１）契約の解除 

 ア 死亡したとき。 
 イ 臨床研修若しくは専門（後期）研修を中止したとき。 
 ウ 修学研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。 
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 エ 心身の故障のため、臨床研修若しくは専門（後期）研修を継続する見込みがなくなったと認めら
れるとき。 

 オ ア～エに掲げる場合のほか、修学研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めら
れるとき。 

（２）貸与の停止 
修学生等が臨床研修若しくは専門（後期）研修を中断することとなったとき。 

 

 12 各種手続・届出  
 

主 な 事 由 必 要 な 書 類 

連帯保証人を変更しようとするとき 
 

○保証人変更願（別記様式第５号） 
○新しい連帯保証人の戸籍抄本及び住民票の写し 

修学研修資金を受領したとき ○修学研修資金受領書（別記様式第９号） 
貸与契約の期間が満了したとき 
貸与契約が解除されたとき 

○修学研修資金借用証書（別記様式第１０号） 

修学研修資金を辞退するとき ○修学研修資金辞退願（別記様式第１１号） 
やむを得ない理由により特定診療科業務
に従事できない（できなかった）とき 

○業務従事中断期間報告書（別記様式第１２号の２） 
○関係機関の証明書又は医師の診断書等 

返還免除を受けるとき 
 
 

○修学研修資金返還債務免除申請書（別記様式第１３号） 
○勤務証明書、関係機関の証明書、医師の診断書又は戸籍抄本

等 
返還猶予を受けるとき 
 

○修学研修資金返還債務猶予申請書（別記様式第１４号） 
○関係機関の証明書又は医師の診断書等 

本人・連帯保証人の氏名・住所等を変
更したとき 
保証人の職業に変更があったとき 

○氏名等変更届（別記様式第１７号） 
○住所等の変更を証する書類（住民票の写し等） 
 

臨床研修・後期研修を中止・休止・再
開・終了・変更したとき 

○退学等届（別記様式第１８号） 
 

特定病院において特定診療科業務に従
事したとき、従事しなくなったとき、勤
務先を変更したとき 

○特定診療科業務従事届（別記様式第１９号） 
 
 

毎年４月１日現在の状況に関すること ○現況届（別記様式第２０号） 
修学生等が死亡したとき ○死亡届（別記様式第２１号） 

○死亡診断書又は戸籍抄本 

    ※ 継続して貸与を受けたい場合は毎年申請する必要がありますので、ご注意ください。 

 

  ＜問い合わせ先・申請書提出先＞  

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1  
 群馬県健康福祉部医務課医師確保対策室 
 電話 027-226-2540 FAX027-223-0531 
 E-mail：imuka@pref.gunma.lg.jp 


